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国、地方公共団体等の著名な標章の審査基準について（案） 

 

平成２７年７月 

 

第４条第１項第６号（国、地方公共団体等の著名な標章） 
  

  国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であっ

て営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的とし

ないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標 
  

 

１．現行審査基準の概要 

本号に該当する例として、「都道府県、市町村、都営地下鉄、市営地下鉄、

市電、都バス、市バス、水道事業、大学、宗教団体、オリンピック、ＩＯＣ、

ＪＯＣ、ボーイスカウト、ＪＥＴＲＯ等を表示する著名な標章等」を記載して

いるが、公益に関する団体であって営利を目的としないもの等の判断基準及び

それぞれの該当例についての記載がない。 

 

２．改訂の方向性 

 本号の条文に則し、要件別に判断基準を整理して記載するとともに、その該

当例についても併せて記載してはどうか。 

 

３．商標審査基準改訂イメージ 

（１）「国、地方公共団体若しくはこれらの機関」について 

(ｲ)「国」とは日本国をいう。 

(ﾛ)「地方公共団体」とは、地方自治法一条の三1にいう都道府県及び市町村並

びに特別区、地方公共団体の組合及び財産区をいう。 

(ﾊ)「これらの機関」とは、国については立法、司法、行政の各機関をいい、

地方公共団体については、これらに相当する機関（司法を除く）をいう。 

 

（２）「公益に関する団体であって営利を目的としないもの」について 

「公益に関する団体であって営利を目的としないもの」であるか否かについ

ては、当該団体の設立目的及び組織、公益的な事業の実施状況等を勘案して判

断するものとする。この場合、団体とは国内又は海外にあるか、又は法人格の

有無を問わない。 

 

                                                   
1 地方自治法第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。 

２  普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。 

３  特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。 
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(該当例) 

・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律による認定を受けた

公益社団法人または公益財団法人2 

・特別法に基づき設立された社会福祉法人、学校法人、医療法人、宗教法人、

特定非営利活動法人、独立行政法人など 

・政党 

・国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）及び日本オリンピック委員会（ＪＯＣ） 

・国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）及び日本パラリンピック委員会（ＪＰ

Ｃ） 

 ・日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ） 

 

（３）「公益に関する事業であって営利を目的としないもの」について 

「公益に関する事業であって営利を目的としないもの」であるか否かにつ

いては、当該事業の目的及びその内容並びに事業主体となっている団体の設

立目的及び組織等を勘案して判断するものとする。この場合、事業が国内又

は海外のいずれにおいて行われているかを問わない。 

 (該当例) 

・地方自治体や地方公営企業等が行う水道事業、交通事業、ガス事業 

・国や地方自治体が実施する事業（施策）の名称 

 ・国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）や日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）

が行う競技大会であるオリンピック 

 ・国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）や日本パラリンピック委員会（ＪＰ

Ｃ）が行う競技大会であるパラリンピック 

 

（４）｢表示する標章｣について 

  国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であっ

て営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としな

いもの（以下、｢国等｣という。）を「表示する標章」には、国等の正式名称の

みならず、略称、俗称、シンボルマークその他需要者に国等を想起させる表

示を含む。 

(公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する標章の例) 

・国際オリンピック委員会の略称である「ＩＯＣ」及び日本オリンピック委

員会の略称である「ＪＯＣ」 

（公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章の例） 

・国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）や日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）

が行う競技大会であるオリンピックを表示する標章としての「オリンピッ

ク」及び「ＯＬＹＭＰＩＣ」、その俗称としての「『五輪』の文字」、そのシ

                                                   
2 公益社団法人及び公益財団法人の設立においては、公益性（不特定多数の利益実現）、非営利（剰余金の分配を行わ

ない）が求められる。 
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ンボルマークとしての「五輪を表した図形（オリンピックシンボル）」 

 

（５）「著名なもの」について 

(ｲ)「著名」とは、本号に掲げる団体等の公益を保護する本号の趣旨に鑑み、

必ずしも全国的な需要者の間に認識されるに至っていなくとも、一定範囲

の需要者に認識されていることを要する。 

 (ﾛ)「著名なもの」に該当するか否かについては、例えば、次の①ないし④の

ような事実を総合勘案して判断する。 

①実際に使用されている標章 

②標章の使用開始時期、使用期間、使用地域 

③標章の広告又は告知の方法、回数及び内容 

④一般紙、業界紙、雑誌又は他者のウェブサイト等における紹介記事の掲

載回数及び内容 

 

（６）「同一又は類似の商標」について 

商標の類否の判断は、商標の有する外観、称呼及び観念等のそれぞれの判

断要素を総合的に考察しなければならない。この場合、団体の権威、信用の

尊重や出所の混同を防いで需要者の利益を保護するという本号の公益保護の

観点を十分に考慮する。 

 

４．参考 

（１）立法趣旨（工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第 19 版〕1286 頁） 

「六号の立法趣旨はここに掲げる標章を一私人に独占させることは、本号に

掲げるものの権威を尊重することや国際信義の上から好ましくないという点に

ある。なお、本号は八号と異なり、その承諾を得た場合でも登録しないのであ

るから単純な人格権保護の規定ではなく、公益保護の規定として理解されるの

である。本号の例としては、ＹＭＣＡ、ＪＥＴＲＯ、ＮＨＫ、結核予防会のダ

ブルクロス、大学を表示する標章、都市の紋章等がある。また、国とは日本国

を、地方公共団体とは地方自治法一条の三にいう都道府県及び市町村並びに特

別区、地方公共団体の組合及び財産区並びに地方開発事業団を、これらの機関

とは、立法、司法、行政についての国又は地方公共団体の機関をいう。公益に

関する団体であって営利を目的としないものの代表的な例は公益社団法人及び

公益財団法人の認定等に関する法律二条三号の公益法人である。公益に関する

事業であって営利を目的としないものの例は地方公共団体の営む水道事業その

他がある。」 

 

（２）裁判例・審決例（４条１項６号関連） 

 (ｲ)知財高判平成２１年５月２８日（平成２０年（行ケ）第１０３５１号） 

「商標法４条１項６号の規定は、同号に掲げる団体の公共性にかんがみ、その
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権威を尊重するとともに、出所の混同を防いで需要者の利益を保護しようとの

趣旨に出たものであり、同号の規定に該当する商標、すなわち、これらの団体

を表示する著名な標章と同一又は類似の商標については、これらの団体の権威

を損ない、また、出所の混同を生ずるものとみなして、無関係の私人による商

標登録を排斥するものであると解するのが相当である。」 

 

 

(ﾛ)審判 昭和５２年１１月４日（昭和５１年審判第７４４７号） 

  指定商品 第２４類「釣り具」 

「ところで、「ＯＬＹＭＰＩＣ」の文字はオリンピック憲章に基づき開催される

オリンピック競技大会を指導する国際オリンピック委員会（Ｉ．Ｏ．Ｃ．）およ

びその承認の下に直接事業を運営する日本オリンピック委員会（Ｊ．Ｏ．Ｃ．）

が、営利目的としない事業活動を表示する標章であり、わが国においても著名

であると認められるものであるから、本願商標中に顕著に表された「ＯＬＹＭ

ＰＩＣ」の文字は上記標章の「ＯＬＹＭＰＩＣ」と構成文字を同じくする類似

のものといわざるを得ない。」 

 

(ﾊ)審判 昭和５６年２月５日（昭和５４年審判第９１０９号) 

「よって按ずるに、本願商標は、上記構成のとおり「Ｊｕｎｉｏｒ Ｏｒｉｇｉ

ｎａｌ Ｃｏｎｃｅｒｔ」「Ｊ．Ｏ．Ｃ」の各語を上下２段に書してなるもので

あって、上下各段のそれぞれの各部の部分は独立して看者の注意を惹くものと

認められる。しかして、「Ｊ．Ｏ．Ｃ」の欧文字部分は、欧文字の「Ｊ」「Ｏ」「Ｃ」

の３文字を基本として配列したものであることが看取され得るものである。と

ころで、わが国において、該欧文字３文字をもって表示される団体に、日本オ

リンピック委員会の名称を英語式に「Ｊａｐａｎ Ｏｌｙｍｐｉｃ Ｃｏｍｍｉ

ｔｔｅｅ」と書き表したこれの各語の語頭文字の１字を抽出した「ＪＯＣ」の

語があることは、現代用語の基礎知識、「ＪＯＣ」の文字の記載の項に徴して明

らかなところである。ところで、該委員会は、日本を代表する機関であって、

公益に関する団体であり、営利を目的としないものに該当するものである。ま

た、該「ＪＯＣ」の語は、日本オリンピック委員会の略称を表示するものとし

て、わが国を含む世界各国に広く知られているものであって、最早、今日にお

いては、上記委員会を表示する略称として著名なものとなるに至っているとい
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うを相当とする。」 

 

(ﾆ)審判 昭和６３年２月２５日（昭和５８年審判第２３６６９号) 

「本願商標は、「五輪」の漢字を横書きしてなり、第１６類「台所用品、日用品」

を指定商品とするものである。 

そこで判断するに、本件商標を構成する文字は、わが国おいて「オリンピック」

の俗称として広く一般世人に親しまれ、かつ、「ゴリン」の称呼をもって普通に

使用されているのが実情であり、これに接する者は「オリンピック」に通ずる

ものであると容易に理解し、把握すると判断するのが相当である。」 

 

 (ﾎ)審判 平成１３年１１月５日（平成１９年審判第８９１３２号) 

「本願商標は、「オリンピアード」の片仮名文字と「ＯＬＹＭＰＩＡＤ」の欧文

字よりなるところ、「オリンピアード（Ｏｌｙｍｐｉａｄ）」の語は、「オリンピ

ア紀（古代ギリシャでオリンピア競技際から次の競技際までの４年間）」（リー

ダーズ英和辞典第１６刷 株式会社研究社発行）を意味する語であって、オリ

ンピック憲章第１章において「オリンピアードの期間は、連続する４年間を意

味する。各オリンピアードはそれぞれのオリンピアード競技大会の開幕で始ま

り、その次のオリンピアードの開幕で終了する。」と規定されているものである。

そして、「オリンピックの五輪模様」「オリンピック」（ＯＬＹＭＰＩＣ）等の標

章は、前記オリンピック憲章によって、オリンピック競技大会又はこれと直接

関係ある活動に限定して使用されなければならないこととされており、国際オ

リンピック委員会（ＩＯＣ）は、各国のオリンピック委員会（日本の場合は日

本オリンピック委員会（ＪＯＣ））に対し、その乱用を防ぎ、常に保護し、管理

する義務を負わせているものである。そうすると、本件商標は、オリンピック

競技大会、つまり国際間の公益に関する事業であって営利を目的としないもの

を表示し、かつ、著名な標章と同一又は類似の商標といわざるを得ない。」 

 

(ﾍ)審判 平成１９年６月２５日（無効２００６年第８９１３２号) 

「オリンピックに関しては、オリンピック憲章があり、その中で、オリンピッ

ク競技大会を、「Ｔｈｅ Ｏｌｙｍｐｉｃ Ｇａｍｅｓ」あるいは「Ｏｌｙｍｐ

ｉｃ Ｇａｍｅｓ」と表記することは、当庁において顕著な事柄に属するもの

である。そして、「Ｏｌｙｍｐｉｃ Ｇａｍｅｓ」は、国際オリンピック委員会

（ＩＯＣ）が行う公益に関する事業であって営利を目的としない活動の中心と

もいうべきオリンピック競技大会を表示する著名な標章に該当するものである。

本件商標は、「ＯＬＹＭＰＩＡＮＧＡＭＥＳ」の文字からなるものであるところ、

構成中後半部の「ＧＡＭＥＳ」は、「ｇａｍｅ」が「競技」等を意味する英語と

して我が国において極めて親しまれたものであることから、その複数形で「競

技大会」を表すものとして、容易に理解され得るものである。（中略）本件商標

は、外観、称呼及び観念を総合勘案してみれば、標章「Ｏｌｙｍｐｉｃ Ｇａ
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ｍｅｓ」と類似の商標と判断するのが相当である。斯かる本件商標について一

私人に商標登録を認めることは、オリンピックに係る権威の尊重、国際信義の

上からも好ましくないといわざるを得ないものである。」 

 

(ﾄ)審判 平成２１年１２月２日（異議２００９年第９０００８０号) 

「本件商標は、前記第１のとおり、「Ｐｈｏｔｏｌｙｍｐｉｃｓ」の欧文字と「フ

ォトリンピック」の片仮名文字とを二段に横書きしてなるところ、その構成中

の欧文字部分は、「Ｐｈｏｔｏ」と「ｏｌｙｍｐｉｃｓ」の語を組み合わせ、ネ

ーミングにおいて一般的に行われている表現手法（減量造語法）により、組合

せ部分において重複する「ｏ」の文字を省略したものと容易に理解されるとこ

ろであって、全体として「写真に係るオリンピック」程の意味合いを認識させ

るものであり、「Ｐｈｏｔｏ」の文字部分は、単に「ｏｌｙｍｐｉｃｓ（オリン

ピック）」に係る活動の対象を表したものと把握されるにすぎないものである。

(中略)本件商標は、「ｏｌｙｍｐｉｃｓ」の文字部分に格段に強い出所表示力が

あるものと認められるから、これに接する需要者は、「ｏｌｙｍｐｉｃｓ」の文

字部分から、オリンピック憲章に基づく著名な標章である「ＯＬＹＭＰＩＣ」

を想起し、記憶にとどめるものというべきであり、著名な「ＯＬＹＭＰＩＣ」

の標章と類似する商標といわなければならない。」   

 

(ﾁ)審判 昭和４８年１２月３日（昭和４４年審判第９１９３号） 

「本願商標は、「万博」「ばんぱく」「ＢＡＮＰＡＫＵ」の各文字を三段に横書き

併記してなり、第１４類「原料繊維」を指定商品とするものである。 

思うに、「万博」の語は、１９２８年１１月パリにおいて締結された国際博覧会

条約の規定に基づき、国が直接主催する又は国が認める公益団体が主催する国

際的博覧会（万国博覧会）の略称としてわが国において広く知られているもの

であるから、これと類似する構成からなる本願商標が登録され、一私人の商標

として営利目的に使用されることは同博覧会の権威を損ない、国際信義の上か

らも好ましくなく穏当でないものと認めざるを得ない。したがって、本願商標

は、商標法４条１項６号に該当する。」 

 

(ﾘ)知財高判平成２４年１０月３０日（平成２４年（行ケ）第１０１２５号） 

      
     本願商標      日南市章 
「同号に掲げる団体等の公共性に鑑み、その信用を尊重するとともに、出所の

混同を防いで取引者、需要者の利益を保護しようとの趣旨に出たものと解され

るから、ここに「著名」とは、指定商品・役務に係る一商圏以上の範囲の取引
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者、需要者に広く認識されていることを要すると解するのが相当である。」 

｢本願商標の図形部分は、本願商標の大きな部分を占めるものではあるが、「日」

という漢字の古代書体に由来するありふれた図形であって、その部分が取引者、

需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるも

のとまでは認められない。 

 他方、本願商標の「ＤＡＩＷＡ」の文字部分は、図形部分と比して１／５程

の大きさにすぎないが、同部分から「ダイワ」の称呼が生じることは明らかで

ある。また、我が国には、「ダイワ」、「大和」を冠した企業名が多数存在する（裁

判所に顕著な事実）から、取引者、需要者は、「ＤＡＩＷＡ」の文字部分を企業

名に関する表示として認識し、同部分からそのような企業名としての観念を生

じるものと認められる。したがって、本願商標の「ＤＡＩＷＡ」の文字部分か

ら出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認めることはできない。 

 以上によれば、前掲最高裁判決3の判断基準に照らして、本願商標の構成から

図形部分を抽出し、この部分だけを日南市章と比較して商標そのものの類否を

判断することは、許されないというべきである。｣ 

 

（３）商標審査便覧（４２．１０６．０１ ユニバーシアード大会標章等の取

扱い） 

別紙に示すユニバーシアード大会、日本ユニバーシアード委員会、アジア競

技大会、国民体育大会、日本スポーツ少年団の標章と同一又は類似する標章を

主たる構成部分とする商標についての登録出願は商標法第４条第１項第６号の

規定に該当するものとして拒絶することとする。 

すなわち上記の各標章は、同号の｢公益に関する団体であって営利を目的とし

ないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標

章｣に該当すると認められ、各国際団体若しくは日本オリンピック委員会又は日

本体育協会の所有にかかるものであり、しかも上記の各標章は既に日本国内で

著名となっていると認められるからである。 

                                                   
3 ｢商標法４条１項１１号に係る商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が、その外観、観念、称

呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつ

つ全体的に考察すべきものであり、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分

の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需

要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分か

ら出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである｣（つつみの

おひなっこや事件（最判平成 20 年 9 月 8 日裁民 228 号 561 頁）） 
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